
京都市告示第   号 

 地方自治法第２６０条の２第１１項の規定に基づき，平成１６年１月１３日付けで

認可した西野山分譲住宅自治会，平成６年３月３１日付けで認可した水尾自治会，平

成２５年７月１１日付けで認可した中団子田町自治会及び令和３年１月４日付けで

認可した向島北津田町自治会について変更の届出があったため，同条第１０項の規定

により次のとおり告示します。 

  令和４年６月１日 

京都市長 門川 大作   

 

 変更があった事項及びその内容 

１ 西野山分譲住宅自治会 

 変更前 変更後 

代表者の氏名 上村 清 今村 吉博 

代表者の住所 
京都市山科区西野山中鳥井町

１３２番地の１０７  

京都市山科区勧修寺柴山８番

地の２０７  

 

２ 水尾自治会 

 変更前 変更後 

代表者の氏名 松尾 史弘 松尾 美德 

代表者の住所 
京都市右京区嵯峨水尾宮ノ脇

町４５番地 

京都市右京区嵯峨水尾武蔵嶋

町４１番地 

 

３ 中団子田町自治会 

 変更前 変更後 

代表者の氏名 矢野 亮司 石渡 萬玉 

１７０



   

代表者の住所 

及び所在地 

京都市右京区西京極徳大寺団

子田町７番地３４ 

京都市右京区西京極徳大寺団

子田町２番地２０   

 

４ 向島北津田町自治会 

 変更前 変更後 

代表者の氏名 吉本 勝之 名賀 健二 

代表者の住所 
京都市伏見区向島津田町５８

番地３９  

京都市伏見区向島津田町９５

番地２４    

（文化市民局地域自治推進室） 


